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青森大学における内部質保証の方針 

 

内部質保証の方針 

青森大学（以下「本学」という。）は、本学の目的及びディプロマ・ポリシ

ー等に掲げた人材を育成するため、理念に示された教育概念に基づいて誠実か

つ確実に行うためのプロセスを明示し実践していきます。また、自律的かつ継

続的に点検・評価・改善し、学内外にその成果や評価等の情報を公表すること

により内部質保証を推進していきます。本学では、内部質保証を教育・研究・

社会貢献等の活動を継続的に点検・評価・改善し、自主的に本学が展開する教

育・研究・社会貢献等が適切な水準にあることを示し、社会に公表する恒常的

プロセスと位置付けます。 

本学の内部質保証は、学長が主導する質保証委員会が中心となって展開しま

す。 

大学の教育目的やディプロマ・ポリシー等に掲げられた人材像を育成するた

め、本学の学修環境や学修状況の継続的な点検・評価を行い学修成果及び教育

成果に関する PDCA サイクルを展開していきます。また、社会的責任を果たす

ため、内部質保証の成果や自己点検・評価の結果等を学外関係者(自治体や産

業界等の方々)に説明しご意見をいただいて本学の教育・研究・社会貢献等の

見直しに活用します。また、内部質保証の成果や自己点検・評価の結果等は本

学のホームページにおいて公表します。  

 

全学の内部質保証（規程・組織・業務） 

本学の内部質保証に責任を負う組織は、質保証委員会とします。質保証委員

会等において担当が確認された部署は、当該部署が担当することとなった基準

及び基準項目等を充足する水準の業務を実行し、そのエビデンス等を質保証委

員会に提出すると共に必要とされる報告等を行うこととします。 

各担当部署は、当該部署が担当する業務に係る年次計画を策定すると共に各

業務に関する PDCA サイクルを展開し質保証委員会等に報告することとしま

す。質保証委員会は、本学の内部質保証の方針及び青森大学質保証委員会規程

に基づき、全学の担当部署から集約した PDCA サイクル展開等のエビデンスを

用いて本学の内部質保証が適切に行われていることを確認し、学長は大学運営

会議における内部質保証に係る案件の審議を主導することとします。 

これらのプロセスにおいて抽出された課題に関しては、青森大学 FD・SD 委

員会が主導して組織的な FD・SD 活動や教職員研修会等を開催し、本学の全教

職員自らが内部質保証を推進する担い手となり、教育研究活動等の質の向上に

努めます。更に、本学の FD・SD に関しては、全学的案件を審議する大学運営
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会議において報告・説明することとします。また、内部質保証活動の成果や自

己点検・評価の結果等を学外関係者(自治体や産業界等の方々)に説明しご意見

をいただいて本学の教育・研究・社会貢献等の見直しに活用します。また、内

部質保証活動の成果や自己点検・評価の結果等を本学のホームページに掲載

し、広く学外からのフィードバック等を得られるようにします。 

 

学部等の部局及び教職員に係る内部質保証 

学部・委員会・事務局等の部局は、当該部局の担当業務に関して部局の長の

責任の下、大学機関別認証評価基準に基づく質保証取組み状況の確認表に示さ

れた業務に関して必要なエビデンスを提供するための業務を行います。当該部

局内では、その結果を踏まえて改善・向上に取り組むことで内部質保証の向上

を目指すこととします。 

これらのプロセスにおいて抽出された課題は、全学情報交換会及び大学運営

会議で報告・審議し、適切な担当部局が対処にあたります。また、FD・SD 委員

会は全学会議の報告や審議を受けて、体系的に FD・SD 活動や研修会等を開催

し、教職員自らが内部質保証を推進する担い手となり、教育研究活動等の質の

向上が達成できるように努めることが求められます。教員は自らの教育研究及

び社会貢献活動をシラバスの記載事項や青森大学における研究活動に関する行

動規範等に基づいて点検・評価し、活動の改善及び向上に努めます。また、こ

れらの活動に関する情報収集を進め、自己点検・評価の結果を、諸活動の活性

化や改善につなげるための資料として整備できるように改善支援を充実してい

きます。 

 

 

令和 7年 9 月 24 日 

青森大学学長 澁谷泰秀 

 

 



審議 

報告 

報告・進捗管理 

報告・相談 

報告・相談 

確認・実⾏指⽰等 

報告・審議依頼 

⻘森⼤学内部質保証に関する概念組織図 

 
 
 ⻘森⼭⽥学園理事会・評議員会 

学 ⻑ 

質保証委員会 
質保証部会 

⼤学運営会議 

全学情報交換会 

各委員会・センター等 経営戦略局（事務局）担当部署 各学部・各キャンパス・総合研究所 

＜学部・委員会等の役割＞ 

・全学⽅針の実⾏ 

・計画に基づく⽇常的な教育、 

研究活動の実施 

・各活動の点検、評価 

・FD・SD 活動 

・他部⾨との情報共有 

・改善事項等の確認 

・改善内容等の報告 

＜事務局の役割＞ 

・全学⽅針の実⾏ 

・計画に基づく⽇常的な教育、 

研究活動等のサポート 

・各活動の点検、評価 

・FD・SD 活動 

・他部⾨との情報共有 

・改善事項等の確認 

・改善内容等の報告 



⻘森⼤学内部質保証のプロセス図
⻘森⼭⽥学園理事会・評議員会
学⻑より状況等の報告
（状況により審議もあり）

各学部・各キャンパス
各委員会・センター・
事務局
計画に基づく各種活動ACTION

確認・評価に基づく
改善・向上

PLAN
計画に基づく教育・
研究活動

質保証委員会

学⻑

CHECK
⼤学機関別認証評価基準に

基づく質保証取り組み状況確認
表による確認・評価

⾃⼰点検・評価報告書策定
学外関係者からの意⾒確認

DO
進捗管理のもと
密な報告を伴った活動実⾏

⼤学運営会議
全学情報交換会で共有された
内容等に基づく確認・審議

全学情報交換会
各委員会等活動の報告

に基づく進捗管理

A P

DC

PDCA
サイクル

第1回質保証委員会第3回質保証委員会

第2回質保証委員会

第4回質保証委員会


